








いじめ認知件数の推移（群馬県）
「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文科省）」より
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令和２年度は新型コロ
ナウィルス感染症の影
響により減少している。











スクールロイヤー活用事業について



いじめ問題対策推進事業について

～オール群馬「いじめ防止」の取組～



いじめ問題対策推進事業について

＜山田さんの思い＞

いじめがなくなるためには、みんなの
個性や自分とちがうところを認め合うこ
とが大切だと伝えたいと思い、このポス
ターを書きました。

Ｒ７年度いじめ問題対策推進事業スローガン

「私たちは、自ら友達の個性を認め合い、互い
を思いやる信頼関係づくりができるように考え、
行動します！」



令和７年度いじめ防止活動スローガン

私たちは、自ら友達の個性を認め合い、
互いを思いやる信頼関係づくりができ

るように考え、行動します！

・「いじめ防止宣言」の具体化
・児童生徒が主体となった

いじめ防止活動の推進
・自己有用感をはぐくむ

教育活動の充実

【各学校における取組】



いじめ対応の重層的支援構造

発達支持的生徒指導

課題予防的生徒指導

困難課題対応的生徒指導

課題未然防止教育

課題早期発見対応

●全ての児童生徒に対して

●特別な援助が必要な児童生徒に対して

●気になる児童生徒に対して

・いじめ防止対策推進法
・基本方針等（国→県→市町村→学校）
・いじめ重大事態ガイドライン
・こども基本法（R5.4.1施行）  いじめの解消に向けた組織的な指導と援助

（学校のいじめ防止対策組織による被害ケア・加害指導・関係修復等）

 予兆の発見と迅速な対応
 SOSの受け止め体制の整備
（健康観察・生活アンケート・チャンス相談・被害側の安全確保等）

双方の成長支援

 道徳科や特別活動等、児童生徒主体のいじめ防止の取組
（いじめ防止強化月間・いじめ防止フォーラム・いじめ防止子ども会議
・sosの出し方教育・情報モラル教育）

 多様性を認め、人権侵害をしない人を育てる人権教育等
（道徳科の授業・人権週間・法教育など市民性を育む教育・安全で安心
な学校、学級づくり・自己肯定感を高められる声掛け等）

見逃さない！

生み出さない！





いじめの予防について

予防

早期発見
早期対応

早期発見
の前段階

初期対応 未然防止

参考：独立行政法人教育支援機構校内研修シリーズ「いじめのとらえ方と予防」藤平 敦

微 熱 平 熱

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/056.html

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/056.html


魅力的な学校をつくるための基盤となる学級経営の充実

一人ひとりの児童生徒の心の居場所づくり

いじめの予防について



いじめ防止フォーラム



「生徒指導関連資料」（県教委） http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=73

http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=73


【小学校】
●冷やかしや

からかい

６１％

●軽い暴力

２６％

●嫌なことを
させられる

１７％

【中学校】
●冷やかしや

からかい

６７％

●軽い暴力

１６％

●嫌なことを
させられる

１５％

【高校】
●冷やかしや

からかい

６０％

●PC等で
誹謗中傷

２１％

●仲間はずれ

１１％

校種ごとのいじめの態様現状（令和５年度）

【特別支援学校】
●軽い暴力

２６％

●冷やかしや
からかい

２３％

●嫌なことを
させられる

２１％



ネットリテラシー向上教材

R3
動
画
教
材

R4
体
験
型
web

教
材



・主人公目線で自分事として物語を読み進める。
・読み手の選択によりストーリーが変化。
・選択によってエンディングの内容や登場人物が異なる。
・随所にトラブルの種がちりばめられている。
・児童生徒は4つのリテラシーを働かせながら自己決定を
繰り返す。
・全員共通の疑似体験を通した話合い活動ができる。

小中学生向けストーリー 中高生向けストーリー

「ネットリテラシー向上教材」（県教委）
http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=829

http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=829


いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂(R6.8.30)

概要

新規
重要！



いじめに対する平時からの備えについて

■全ての教職員が、
・法等に基づくいじめの定義の正しい理解や組織的対応
の在り方、重大事態に対してどう対処すべきか等、
確実に認識
・職員会議や教員研修等において、いじめ防止対策推進
法や学校いじめ防止基本方針等の理解を深める。

■学校いじめ対策組織について（対策の中核を担う）
・教職員が認識、確認できているか。
・「可視化」や「心理的安全性」が確保されているか
・児童生徒、保護者、関係機関に説明しているか

令和６年 ８月３０日「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改定について（通知）」
令和６年１２月２５日「いじめ防止対策の更なる強化等について（事務連絡）」
令和７年 ３月 ６日「新年度における法等に基づくいじめに対する平時からの備えについて（通知）」



いじめに対する平時からの備えについて

本チェックリストは、いじめ重大事態に
対する、平時からの備えや重大事態調
査の実施等に当たり、基本的な項目に
ついてチェックリスト形式にまとめたも
のです。

全１０ページで、１ページ目が「学校に
おける平時からの備え」についてになっ
ている。

https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-1336275_4.docx

https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-1336275_4.docx

https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-1336275_4.docx






小･中学校生徒指導対策協議会

群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

発達障害等の特別な配慮が必要な

児童生徒の支援･指導について

小･中学校生徒指導対策協議会



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

見方を変える・先生が変わる・子どもが変わる

気になる子どもの理解と支援



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

【ことばの理解】

○初めて聞くことばの意味や文脈から類推する
ことができない。
○抽象的な表現や比喩は分からない。など

【いろいろな感覚】

○皮膚の感覚が過敏で長袖を着たがらない。
○音に敏感で非常ベルやトイレの水洗の音など
を怖がる。
○口の中の違和感から偏食がある。など

【社会性】

○相手の感情や表情を理解することが難しく、
相手の気分を害する言動をとってしまう。
○周りの人ヘの関心が薄かったり、逆に一方的
なかかわり方をしてしまったりする。など

【聞き取り】

○先生の声など必要な声だけを聞き取ることが
難しい。
○ことばだけの指示は記憶に残りづらく忘れて
しまう。など



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

指示通りにできなかったり、忘れ物が多かったりする Ａくん

こんなふうにＡくんを捉えていることはありませんか？

・何度同じことを言っても分からない

・注意力が足りない

・親が協力的ではない



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

Ａくんの「考え方の特徴」や「困り感」

「友達の話し声や周りの音が気になって先生の話し
ていることがよく分からないんだ…」

「あれ？先生はその後なんて言ったんだっけ…」

「また怒られちゃうから、みんなの後についていか
なくちゃ…」



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

Ａくんの行動の意味と支援の手立て

先生の話し声も、周囲の雑音も、
同じレベルで聞こえてしまうため、
特定の声だけを聞き取ることに困難
がある

とくに集団の中や、音が反響する
場所では、その困難さが大きくなる

Ａくんの行動の意味

・できるだけAくんの近く、それも正
面で話しかけるようにする

・周囲が騒がしければ他の子にとって
も聞き取りづらくなるため、人の話
にしっかり耳を傾ける学級づくりを
する

支援の手立て



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

Ａくんの行動の意味と支援の手立て

耳から入った情報を記憶しておく
ことが苦手で、すぐに内容を忘れて
しまう

そのために指示の内容が分からな
くなってしまったり、忘れ物が多く
なったりしてしまう

Ａくんの行動の意味

・指示はできるだけ短い表現にする
・黒板に板書して目で見て捉えさせる

ようにする
・連絡ノートの他、その場で必要なこ

とは付箋紙（メモ）に書いて机に貼
って示す

支援の手立て



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

Ａくんの行動の意味と支援の手立て

言葉の意味や指示の内容が理解し
にくいため、何度も同じことを繰り
返し聞きにいったりする

また、先生から注意されないよう
にするため、分かったふりをして友
だちの行動を見ながら動く習慣が身
に付いている

Ａくんの行動の意味

・問いかけには分かりやすい言葉で置
き換えたり、言葉の意味を説明する

・分からないことは恥ずかしいことで
はないことを伝え、友達や先生に安
心して聞くことができる環境をつく
る

支援の手立て



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

授業中に離席してしまうことが多いＢくん

こんなふうにＢくんを捉えていることはありませんか？

・我慢が足りない

・家庭でのしつけができていない

・授業が中断してしまい他の子の迷惑になる



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

Ｂくんの「考え方の特徴」や「困り感」

「長い時間座っていると体がむずむずして、なんだ
か分からないけど手足がそわそわ動き出しちゃう
んだ…」

「先生が見せてくれた虫メガネって、おもしろそう
だから、早く使いたいよ…」

「やることがなくなっちゃたから、Ｃくんのところ
に行ってこよう…」



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

Ｂくんの行動の意味と支援の手立て

動きを制限されたり、決まった姿
勢を持続したりすることが苦手

一つのことに集中するのが難しい
ため、気持ちがそわそわすると、よ
そ見をしたり、手足を動かしたりと
なかなか落ち着かない

Ｂくんの行動の意味

・一つの課題を短くする
・課題が終わったら先生のところに持

ってこさせるなど、課題の量の調整
や動きのある活動を取り入れる

支援の手立て



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

Ｂくんの行動の意味と支援の手立て

興味がある物が目に入ったり、関
心のある話題が聞こえてきたりする
と、そのことが気になってしまい気
がついたときには席を離れてしまう

Ｂくんの行動の意味

・「いつ」「どのように」など、使う
ときや方法を明確に示す

・机や本人の視野に入る場所に関係の
ない物を置いたり、掲示したりしな
いようにするなど、周囲から余計な
刺激を少なくする

支援の手立て



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

Ｂくんの行動の意味と支援の手立て

次にやることややり方の順番が分
からなかいと、興味や関心のあるこ
とに注意が移り、席を立ったり、自
分のやりたいことを始めたりしてし
まう

Ｂくんの行動の意味

・今すること、次にすることを、視覚
的に分かりやすく示す

・課題が終わったら自分がすることを
あらかじめ決めておくなど、見通し
を持たせる

支援の手立て



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

子どもの行動の意味を考える

・その子がとった行動の意味が理解しにくいと「問題行動」と決めつけてしまいがち。
しかし、子どもにしてみると「問題解決行動」であることが多い。
・その行動をやめさせることだけを強いるより、新しい解決方法を提案し、身に付けさ
せる方が有効であり、本人にとっても負担が少なくてすむ。
・子どもの行動を「よい」「悪い」で評価せず、まずはその行動の意味に思いを巡らせ
理解する。
・その上で、次に同じ場面が起きたときにどう対処したらよいかを、子どもと一緒に考

え、本人に決めさせる。



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

共感する

・発達障害のある子どもの場合、一方的に指示されたり、説得しようとすると、その人
の言っていることが正論であっても、意固地になり、気持ちが興奮してパニックにな
ることもある。
・人から認めてもらったという経験が少ないため、ゆがんだ捉え方をする傾向がある。
・子どもは、人から認められることの喜びを通して、認めてくれる他者の思いを理解し
その期待に応えようとする。それが共感。
・まずは今そこにいる子どもを受け止めて認めることから始める。信頼関係の構築が何
より大切。



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

学校全体で取り組む

・気になる子や障害のある子どもにとって分かりやすい授業や過ごしやすい空間は、他
の子どもたちにとっても分かりやすい授業であり、過ごしやすい空間。
・特別な指導を目指すより、お互いを思いやる気持ち、助け合う姿が日常的に見られる
ような、誰にとっても優しい環境づくりとしての学級経営。
・小学校では授業をはじめ担任の先生が学級の子どもにかかわることが多いため、担任
の先生が一人で負担を抱えがち。
・「気になる子ども」を理解するためには、複数の目で見ることが大切。
・校内の支援態勢を整え、学校全体で「気になる子どもたち」はもとより、担任の先生

を支援するシステムづくりが必要。



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

困ったことがあったら相談を

・県立特別支援学校の専門アドバイザー

・各教育事務所の特別支援教育専門相談員

・各市町村の障害福祉関係課

・発達障害教育支援センター 等



群馬県教育委員会 特別支援教育課 企画係

小･中学校生徒指導対策協議会

Ｗｅｂ資料（ダウンロード）

群馬県総合教育センター ホームページ

→ 各課発行・提供資料

→ 特別支援教育課

→ 発達障害理解推進パッケージVer.05  等



（新規）スクールロイヤー活用事業

スクールソーシャルワーカー活用事業

スクールカウンセラー活用事業



群馬県教育委員会
各課発行・提供資料

２種類のＳＳＷ
○巡回型

○派遣型

・中学校に配置されている場合は、
校区内の小学校も支援可能
⇒学校間で調整

・巡回型が配置されていない学校の
支援、緊急支援等
⇒市町村教委を通じて事務所へ依頼



１ 事業内容
(1) 法的相談

学校等で発生した様々な問題に対して、学校や教育委員会がスクールロイヤー
（弁護士）から直接電話相談や面談等により法的側面からの助言を得る。

(2) 法教育、教職員研修

弁護士を講師とした法的側面からいじめの予防に関連する児童生徒向けの授業や、
適切ないじめ対応等に関する教職員研修を実施する。

※相談・研修・授業等の申込みは、実施要項をご確認ください。

事例が長期化・深刻化する前に、中立的な立場から助言

スクールローヤー活用事業



スクールローヤー活用事業



２ 事業の実施方法

(1) 学校からの電話及び面談等による法的相談への対応

＜助言が想定されるケース＞

・触法や非行等の問題行動への対応

・ネットトラブルへの対応

・いじめの問題に係る対応

・児童虐待に関する対応

・保護者からの過度なクレームへの対応

・教員の指導に対する不満への対応

・学校事故における法的責任への対応

・学校のコンプライアンス体制への助言

「どう対応すればいいか？」と
スクールロイヤー任せではなく、
「こういう対応しようと思うが問
題ないか？」のように、学校の対
応について法的に問題ないか確認
したり、「こういうケースでは、
どんなことに気を付ければよい
か？」のように、具体的な場面に
おける助言をもらったりするなど、
学校の主体的な取組の背中を押し
てもらいましょう。



２ 事業の実施方法

(2) 法的側面からのいじめ予防に関連する授業

                                                                           及び  教職員研修への対応

 ① 法的側面からのいじめ予防や法教育に関する授業及び教職員研修
を希望する学校は、市町村教育委員会に連絡し、研修等の依頼内容を
説明する。市町村教育委員会は「スクールロイヤー事業管理簿（市町
村教育委員会用）に必要事項を入力する。

② 学校は、スクールロイヤーと直接連絡を取り合い、日時、テーマ
等を決め、授業や研修のねらい等について、担当弁護士と綿密に打合
せを行った上で、授業及び研修を実施する。

学校主催

依頼は開催日の２ヶ月前には行う。



令和７年度 児童生徒の問題行動等に関する
月例報告書の作成について

１ ファイルの使い分け

２ リストに基づいた入力

３ いじめの止んでいる状態が3ヶ月

４ 不登校児童生徒について把握した事実



□分析作業用ファイル

・報告には使わない。

・各学校や各教委で分析作業の必要があれば活用する。

□報告用ファイル

・毎月の報告に使用する。

・○○に月及び校名・市町村名等を入れて活用する。

１ ファイルの使い分け

重いのでメールに不向き



□報告月のリストは「○月１日」に設定されている

・オートフィルで連続データになっていると、分析作業用ファイルに

貼付したとき反映されない

・オートフィル使用時は「セルのコピー」を選択

２ リストに基づいた入力

最初が
リスト入力でも

入力値が異なる

オートフィル
（連続データ）だと



□いじめの解消

・「いじめに係る行為が止んでいる状態が少なくとも３ヶ月継続」

＋

・「被害者が、心身の苦痛を感じていないと認められる」

※面談等により確認すること。

□４月１０日のいじめの解消は？

・ 少なくとも「７月１０日まで行為が止んでいる」ことが必要

・ 解消になるのは最短で7月

３ いじめが「解消している」状態とは？



不登校児童生徒について把握した事実の選択項目について、令和７年度問題行動月例調査と

令和６年度文部科学省調査とで差異が生じております。

□令和７年度問題行動月例調査

１から１４項目

□令和６年度文部科学省調査

１から１５項目となり、「左記に該当なし」が選択できる

４ 不登校児童生徒について把握した事実



４ 不登校児童生徒について把握した事実



４ 不登校児童生徒について把握した事実







令和７年度 地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業 

一人ひとりに寄り添った学習相談・学習支援を行います 

高等学校卒業程度の 

 学力をつけたい人へ 

高校中退者等 
高等学校卒業資格が無い、高卒認定試験に合格していない、学校等

に在学していない、在学中で高卒認定試験の受験を考えている 等 

無料 

※都合により日程が変更になる場合もありますので、事前に群馬県青少年会館までお問い合わせください 

対象 

 気軽に相談してください 
 経験豊富な相談員が一人ひとりに合わせた相談に応じます 

 ○勉強方法について 

 ○高等学校卒業程度認定試験について 

 ○その他、学習支援に関すること 

 場所：群馬県青少年会館 

 時間：午前８時30分～午後４時15分 

 

学習を支援します 

 学習支援員が、個々の進捗に合わせ、丁寧に支援します 

 場所：群馬県青少年会館  

 時間：原則 毎週土曜日 

    午後１時～午後４時 

  

 例えばこんな相談に応じます 

中学校卒業後の進路が 

決まっていない 

高卒認定試験を受けたい 

通信制高校等について 

知りたい 

大学に進学したい 

就職の道を広げたい 

高校に進学しなかった 

問い合わせ先 

群馬県青少年会館 
(公益財団法人 群馬県青少年育成事業団) 

 ※学習相談・学習支援担当 

☎：０２７－２３４－１１３１ 月曜日休館 

住所：前橋市荒牧町２番地１２ 

 



【発行】群馬県教育委員会事務局生涯学習課 

 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 ☎ ０２７－２２６－４６６９ FAX ０２７－224－８７８０ 

高校中退者等を対象とした学び直しのための支援です。 

高等学校卒業程度の学力を身に付けてもらうための学習相談・学習

支援を実施しています。 

地域における学びを通じた 

ステップアップ支援促進事業とは 

令和７年度 地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業 

Q．年齢制限はありますか？ 

A．ありません。 

 

Ｑ．不登校、ひきこもりなどの悩みがある場合も、相談に応じてもらえ  

  ますか？ 

Ａ．大丈夫です。 

  同じく青少年会館（(公財)群馬県青少年育成事業団）で実施している 

  「Ｇ－ＳＫＹ Ｐｌａｎ」で相談に応じますので、お気軽にご連絡く 

  ださい。 
 ※「Ｇ－ＳＫＹ Ｐｌａｎ」は、相談活動や体験活動を通して青少年の立ち直りを支援する 

  事業です。  

いろいろな理由で、高校等を卒業していない人のために、「高

校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうか」を文部科学省

が認定するための試験で、年２回実施されます。 

 高卒認定試験に合格すると、大学・短大・専門学校の受験資格

が得られます。また、就職や資格試験の受験にも活用できます。 

「高等学校卒業程度認定試験」(高卒認定試験)とは  

【令和７年度実施予定】 

・第１回試験 

・第２回試験  １１

※https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/index.htm 
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